
○岡田議長 次に、大下議員。

〔大下議員質問席へ〕

○大 下議 員 会 派信 風 の大下 哲治 です 。令和 ７年 ９月議 会に 当た

り、 大要 ２点、 集会 所 を活用 した 住民 活動の 促進 と障害 者差 別解

消法 の改 正に対 する 対 応につ いて の質 問をい たし ますの で、 当局

の明確な答弁をよろしくお願いいたします。

ま ず、 集会所 を活 用 する住 民活 動の 促進に つい て質問 をい たし

ます。

現 代社 会では 、人 々 の価値 観や 生活 スタイ ルが 多様化 し、 個人

のプ ライ バシー が大 切 にされ るよ うに なりま した 。その 結果 、こ

れま で重 要だっ た地 域 のつな がり の必 要性が 薄れ 、御近 所付 き合

いの 減少 であっ たり 、 地域コ ミュ ニテ ィの衰 退が 進んで いる よう

に思 われ ます。 その よ うな状 況下 で、 私自身 、地 域の人 々が 集ま

りや すい 自治会 集会 所 の利用 を促 進す ること で御 近所付 き合 いの

構築 と地 域コミ ュニ テ ィの活 性化 につ ながる と考 えてい るこ とか

ら、 今回 、自治 会集 会 所を活 用す る住 民活動 の推 進につ いて 質問

をいたします。

ま ず初 めに、 公民 館 の利用 状況 につ いてお 聞き いたし ます 。本

市に おき まして は、 持 続可能 な地 域コ ミュニ ティ の実現 に向 けて、

公民 館へ の地域 移行 を 進めて おり 、公 民館は 地域 住民の 学習 、交

流、 文化 活動の 拠点 と して、 行政 と住 民をつ なぐ 重要な パイ プ役

とな って います 。そ こ で、公 民館 の利 用状況 とコ ロナ後 の利 用者

の推移と割合について伺います。

○岡田議長 佐々木総合政策部長。

○佐 々木 総合政 策部 長 最初 に、 公民 館の利 用状 況であ りま す。



令和 ６年 度の市 内２ ９ 公民館 ござ いま すが、 利用 者数は ２６ 万 8,

５ ２ ５ 人 で あ り ま す 。 主 な 利 用 内 容 で ござい ます けども 、学 習講

座が １５ ７回、 公民 館 大学が ２４ ９回 、そし てフ レイル 対策 とし

ての リモ ート運 動体 験 が３１ ２回 であ ります 。そ のほか 、サ ーク

ル活 動で すとか 、あ る いは自 治会 活動 の話合 いな ど含め て、 様々

な利用がなされてございます。

コ ロナ 後の利 用者 数 の推移 でご ざい ますが 、令 和２年 度、 コロ

ナ禍 の影 響によ りま し て大き く数 字が 落ち込 んだ ところ でご ざい

ます が、 令和６ 年度 に おきま して は、 ２年度 と比 べまし て利 用者

数が 約 1.４ ５ 倍 ま で 増 加 を い た し ま し た 。 コ ロナ 禍前の 令和 元年

度と 比較 いたし ます と ９割程 度ま で戻 ってき てい る状況 であ りま

す。以上です。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 利 用者 数 に関し ては 、コ ロナの 影響 が始ま った 令和

２年 度に 比べて 令和 ６ 年度は 1.４ ５ 倍 に 増 加 し て い る と の こ と で、

地域 活動 の拠点 とし て 様々な 活動 に使 われて いる ことを 確認 させ

ていただきました。

コ ロナ による 自粛 か ら解放 に向 かう 中で、 令和 ６年度 は、 コロ

ナ前 の令 和元年 度に 比 べ９割 にと どま ってい ます が、こ れは コロ

ナが ５類 に移行 した 令 和５年 ５月 以降 、運動 会や 文化祭 が様 子を

見な がら 再開さ れる 中 で、新 しい やり 方や体 制へ の移行 段階 の期

間に 当た るため では な いかと 推測 され ます。 その 一方で 、高 齢化

によ り身 体的な 理由 で あった り、 免許 を返納 され て移動 手段 の確

保が 難し くなっ たた め 、行く のを やめ たとの 声も 伺って おり ます。

そ こで 、より 多く の 住民が 利用 しや すい、 行き やすい 公民 館と



なる よう 、どの よう な 対策を 行い 、今 後、各 地域 の活動 拠点 とし

て利活用されるよう取り組んでいくのか伺います。

○岡田議長 佐々木総合政策部長。

○佐 々木 総合政 策部 長 利活 用の 関係 でござ いま すが、 これ まで

の取 組と いたし まし て 、公民 館を 拠点 とした 地域 コミュ ニテ ィの

活性 化に 向け様 々な 対 策を講 じて まい りまし た。 例えば でご ざい

ます が、 施設改 修と い たしま して リモ ート環 境の 整備で すと か、

ある いは キーボ ック ス の設置 によ る休 日、夜 間利 用環境 の整 備な

どを 行っ たとこ ろで あ ります 。そ のほ か、利 活用 を促す 場づ くり

につ いて も取り 組ん で ござい まし て、 先ほど 御紹 介申し 上げ まし

たリ モー ト運動 体験 の 取組で すと か、 あるい は涼 み処、 その ほか

一部 の館 でござ いま す が、夏 休み の期 間中な どに 児童生 徒さ んに

自習 室で すね、 開放 す ると。 この よう な取組 など を進め てい ると

ころ でご ざいま す。 ま た、地 域の 取組 例とい たし まして 、地 域防

災の 強化 ですと か、 子 ども関 連行 事の 充実な どの 視点で 公民 館の

積極 的な 活用に 取り 組 んでい る事 例も ござい ます 。ぜひ こう いっ

た取 組例 の普及 展開 も 図って いき たい という ふう に考え てお りま

す。

そ のほ か淀江 地区 で は、ま ちづ くり 協議会 が設 置をさ れた とこ

ろで あり ます。 その ほ か美保 地区 でも 広域的 な共 助の仕 組み づく

りが 進ん でおり ます 。 いずれ もそ の公 民館を 拠点 にした まち づく

り活 動の 一環で もご ざ います ので 、こ のよう な活 動も応 援を しな

がら 利活 用を促 して ま いりた いと いう ふうに 考え ており ます 。以

上であります。

○岡田議長 大下議員。



○大 下議 員 公 民館 に おきま して は、 利便性 の向 上に努 める とと

もに 、防 災強化 、子 ど もの居 場所 づく りなど 、多 機能的 な活 用を

進め てい ただい てお り 、今後 もよ り多 くの住 民の 方々に 活動 拠点

とし て利 用して いた だ きたい と思 いま す。ま た、 今後は 淀江 や美

保地 区以 外の地 域に お きまし ても 公民 館を拠 点と するさ らな る地

域活動の活性化を期待しております。

一 つ気 になっ たの は 、使い やす さ、 利用促 進に ついて の対 応は

あっ たの ですが 、交 通 手段の 確保 など 、行き やす くする ため の対

応が なか ったこ とで す 。私自 身、 地元 の公民 館で は住民 の方 々が

主体 とな り様々 な活 動 に取り 組ん でお られ、 毎回 伺うた びに 住民

の方 々に お会い する の を楽し みに して おりま す。 しかし 、中 には、

身体 的な 理由で あっ た り、交 通手 段が ないな どの 理由に より 行か

ない、もしくは行くのをやめたという方もおられます。

そ こで 、次の 集会 所 の利用 促進 につ いての 質問 に移り ます 。地

域活 動の 促進に おい て は、公 民館 は生 涯学習 の拠 点とし て重 要な

役割 を担 ってい ます 。 しかし 、私 は地 域に根 差し た活動 を活 発化

させ 住民 同士の つな が りを強 化し 、地 域課題 を自 立的に 解決 して

いく ため には、 より 身 近で柔 軟な 対応 が可能 な自 治会集 会所 を拠

点と する 活動を 推進 す ること が効 果的 である と考 えます 。多 くの

自治 会に 在する 集会 所 は地域 のコ ミュ ニティ 活動 の根幹 をな す施

設で あり 、長年 にわ た り地域 の集 会や 交流の 場と して住 民の 生活

を支 えて きまし た。 し かし、 施設 の老 朽化や 運営 を担う 人材 の不

足など多くの課題に直面しております。

そ こで 、改め て集 会 所の地 域の 拠点 として の役 割と位 置づ け及

び市 内に 在する 集会 所 の数と 耐用 年数 及び施 設の 状況に つい て伺



います。

○岡田議長 佐々木総合政策部長。

○佐 々木 総合政 策部 長 集会 所に つき まして は、 例えば 自治 活動

の拠 点で すとか 、多 世 代間の 交流 の場 、その ほか 災害時 や猛 暑時

など の緊 急の避 難場 所 、この よう な形 での活 用が なされ てい ると

ころ であ ります 。地 域 住民の 安全 、福 祉に貢 献す る施設 であ ると

認識をしているところであります。

次 に、 集会所 の数 、 耐用年 数、 状況 につい てで ありま すが 、現

在、 市内 に２９ ９か 所 あると いう こと で把握 をし てござ いま す。

なお 、こ の集会 所に つ きまし ては 、各 自治会 が所 有、管 理し てご

ざい ます 。個別 ごと で の施設 の耐 用年 数、状 況に ついて は、 本市

では把握をしていないところであります。以上です。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 約 ７割 の 自治会 にお いて 集会所 が活 用され てお り、

集会 所は 地域の 拠点 と して、 住民 の交 流や活 動の 拠点と して 使わ

れていることを確認させていただきました。

次 に、 維持管 理、 修 繕費用 に対 する 支援に つい てお聞 きい たし

ます 。先 ほどの 集会 所 の耐用 年数 や状 況につ いて は、各 自治 会が

所有 する 施設で ある こ とから 把握 して いない との ことで した 。し

かし 、多 くの集 会所 は 昭和後 期か ら平 成初期 に建 てられ たも のが

多く 、住 民が利 用し に くい構 造と なっ ており 、自 治会に よっ ては

使い やす くする ため の 修繕、 改修 等を 行い対 応し ておら れま す。

また 、以 前、地 元住 民 の方か ら自 治会 自体の 高齢 化が進 んで おり、

今後 限ら れた住 民で 集 会所の 維持 管理 や修繕 費用 の負担 は難 しく、

建物 を撤 去して はど う かとの 話を 伺っ たこと があ ります 。こ うし



た現 場の 課題に 対し 、 市はど のよ うな 現状認 識を 持ち、 具体 的な

支援策を講じているのか伺います。

○岡田議長 佐々木総合政策部長。

○佐 々木 総合政 策部 長 集会 所に 関し まして は様 々な課 題認 識を

地元 の方 からも 伺っ て いると ころ でご ざいま す。 例えば でご ざい

ます が、 コロナ の影 響 もある かも しれ ません が、 生活様 式の 変化

など によ りまし て、 集 会所の 利用 頻度 という のは やはり 減少 して

いる 現状 がござ いま す 。その ほか 小規 模な修 繕を 含めま して 、維

持管 理コ ストが 増加 を しつつ ある とい う点が 触れ られて ござ いま

す。

そ こで 、集会 所の 維 持管理 負担 軽減 をする こと を目的 とい たし

まし て、 例えば 本市 と いたし まし ても 自治総 合セ ンター の助 成制

度で すと か、あ るい は 本市独 自の コミ ュニテ ィ施 設整備 事業 補助

金ご ざい ますが 、こ う いった もの など 組み合 わせ ながら 財政 支援

に努めているところであります。

ま た、 空調設 備の 更 新です とか トイ レ改修 など 、この よう な小

規模 な集 会所の 修繕 に 要する 支援 メニ ューと いう のは今 手薄 な状

況で あり ます。 そこ で 、こう いっ た観 点での 財政 支援の 拡充 に向

けま して 、今年 度か ら 新たに 国・ 県に 対して 要望 を行っ てい ると

ころであります。以上であります。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 引 き続 き 自治会 と連 携を 図りな がら 、地域 の活 動拠

点で ある 集会所 の維 持 経費の 負担 軽減 に取り 組ん でいた だき ます

よう要望いたします。

ま た、 自治会 活動 の 促進及 び集 会所 の維持 管理 のため には 、今



いる 会員 の方々 に残 っ ていた だく ため の対策 だけ ではな く、 新規

の自 治会 会員の 加入 が 必要と 考え ます が、現 在の 自治会 加入 状況

と新規会員加入促進のための対策についてお聞きいたします。

○岡田議長 佐々木総合政策部長。

○佐 々木 総合政 策部 長 最初 に、 加入 状況で ござ います が、 現在

の自 治会 加入世 帯数 は ３万 9,１ ９ ９ 世 帯 で す 。 加 入 率 に つ き ま し

ては ５ 6.７ ％ で ご ざ い ま す 。 新 規 加 入 促 進 の ため の対策 でご ざい

ます が、 これま でも 継 続的に 自治 連合 会とと もに 自治会 加入 促進

月間 とし て、年 ３回 ご ざいま すが 、集 中的な 広報 に努め てま いり

まし た。 そのほ かの 取 組とい たし まし て、一 般的 に加入 率が 高く

ない と言 われて ござ い ます集 合住 宅の 皆様方 への 加入促 進の 運動

です とか 、その ほか 自 治会の 負担 軽減 として 、こ れは昨 年度 、本

市の 職員 が地域 活動 に 参加し やす いよ うな休 暇制 度を設 ける など、

この よう な取組 を進 め てきた とこ ろで ありま す。 そのほ か各 自治

会単 位で 工夫し なが ら 取り組 んで らっ しゃる とこ ろもご ざい ます。

最近 の例 で申し 上げ ま すと、 旗ヶ 崎２ 区で公 式Ｌ ＩＮＥ を使 って、

様々 な配 り物を デジ タ ル化し てい くと 、この よう な取組 で若 い方

の参 加が 増えて ると い うよう なお 話も 伺って いる ところ であ りま

す。 こう いった 例を 一 つのロ ール モデ ルとい たし まして 、他 の自

治会 にも 好事例 とし て 共有を して いき たいと いう ふうに 考え てお

ります。以上であります。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 私 自身 、 自治会 への 新規 加入の ため の対策 とし て効

果的 なの が、近 隣住 民 同士の 交流 の促 進であ り、 その場 所と して

集会 所の 利活用 が重 要 と考え ます 。自 治会加 入率 は、令 和６ 年度



は５ 7.２ ％ 、 そ し て 現 在 は ５ 6.７ ％ と 年 々 下 が る 傾 向 に あ り ま す。

私は 公共 施設等 にお け る広報 活動 だけ でなく 、住 民にと って より

身近 な場 所にあ る集 会 所を活 用し 、近 隣住民 によ る子ど もの 学習

支援 、子 ども及 び高 齢 者の居 場所 づく り、世 代間 の交流 活動 等の

住民による地域活動の促進が必要と考えます。

市 にお かれま して は 、今後 、集 会所 の維持 管理 、修繕 費用 に対

する 支援 だけで なく 、 集会所 を使 って 行う活 動に 対する 支援 も行

うべきだと考えますが、見解を伺います。

○岡田議長 佐々木総合政策部長。

○佐 々木 総合政 策部 長 活動 支援 に関 してで ござ います が、 現在、

自治 会が 集会所 を活 用 して行 う活 動に 対して 様々 な支援 メニ ュー

がご ざい ます。 例え ば 市の社 会福 祉協 議会が 助成 制度を 設け てご

ざい まし て、高 齢者 サ ロンの 開催 支援 など行 って おりま して 、現

在、 市内 １５２ か所 で 催しが 行わ れて ござい ます 。その ほか 防災

講演 会の 講師派 遣と い うこと で、 これ は本市 が取 り組ん でご ざい

ます 。現 在２５ 回、 昨 年度で ござ いま すね、 集会 所での 開催 が行

われ たと ころで ござ い ます。 その ほか 、現在 、県 のほう でも 新し

く集 会所 を使っ て行 う 自治会 活動 に対 しての 支援 メニュ ーと いう

のが 準備 をされ てい る という ふう にも 伺って ござ います 。地 区ご

との 活動 内容に 応じ ま して、 これ らを 組み合 わせ ながら 支援 の御

案内 を引 き続き 行っ て いきた いと いう ふうに 考え てござ いま す。

以上であります。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 あ りが と うござ いま す。 当局に おか れまし ては 、住

民の 集会 所を使 った 活 動に対 し様 々な 支援を 行っ ていた だい てお



りま すが 、住民 の多 く がどの よう な支 援メニ ュー がある のか 分か

らな いた め、思 いは あ っても 、行 動に 踏み出 せな い方も おら れま

す。 今後 は県の 支援 事 業を交 えな がら 、住民 に対 し自治 会活 動に

おけ る支 援に関 する 情 報提供 に取 り組 んでい ただ き、よ り一 層の

集会 所の 利用促 進に 取 り組ん でい ただ きます よう 要望い たし ます。

次 に、 大要２ 点目 、 障害者 差別 解消 法の改 正に 対する 対応 につ

いて伺います。

２ ０２ ４年４ 月１ 日 に改正 され た障 害者差 別解 消法に より 、事

業者 であ る企業 、店 舗 、公共 機関 など は障が いの ある人 から 合理

的配 慮を 求める 意思 表 明があ った 場合 、その 実施 が義務 づけ られ

まし た。 これに より 、 障がい のあ る人 が必要 な支 援を確 実に 受け

られ るよ うにな り、 社 会参加 の機 会が 大きく 広が ること で共 生社

会の実現がさらに加速されることと期待しております。

し かし 、６月 議会 に おける 代表 質問 でも述 べま したが 、内 閣府

の２ ０２ １年の 調査 で は、合 理的 配慮 につい て知 らない 人の 割合

が全 体の ４分の ３を 超 えてお り、 その 認知度 は社 会全体 、そ して

障が いの ある当 事者 間 でもま だ低 い水 準にあ りま す。こ れは 本市

にお きま しても 同様 で あり、 私自 身、 市民、 事業 者、市 職員 にお

ける 合理 的配慮 とい う 言葉の 認知 度及 びその 内容 につい て、 さら

なる 理解 促進と ハー ド 面、ソ フト 面を 含めた 環境 整備が 必要 と考

えま す。 このた め、 改 めて障 害者 差別 解消法 への 対応に つい て、

再度質問させていただきます。

６ 月議 会にお ける 合 理的配 慮に 対す る認知 度状 況に関 する 質問

にお いて 、全国 的に 低 い状況 であ ると 認識し てお り、本 市に おき

まし ても 障がい 者特 性 に応じ た配 慮や 気づき がで きるよ う、 あい



サポ ータ ー研修 など を 通じて 民間 の事 業者へ の啓 発を行 って きた

との 回答 をいた だき ま した。 そこ で、 今回、 あい サポー ター 研修

に合 理的 配慮の 提供 の 義務化 につ いて 含まれ てい るのか 、ま た含

まれ てい るので あれ ば 、どの よう な内 容とな って いるの か伺 いま

す。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 あいサ ポー ター 研修に おい ては、 鳥取 県が

作成 をし ました 専用 の ハンド ブッ クな どを活 用し ており 、障 がい

を理 由と して、 正当 な 理由な くサ ービ ス提供 など を拒否 する こと

は不 当な 差別的 取扱 い に当た るこ とや 、障が いの ある人 から 申出

があ った 場合に 合理 的 配慮の 提供 が求 められ るこ となど の内 容に

ついて説明をしているところでございます。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 障 害者 差 別解消 法の 改定 により 、今 後、企 業、 団体、

店舗 、ボ ランテ ィア 活 動グル ープ にも 不当な 差別 の禁止 、合 理的

配慮 の提 供の義 務化 及 び環境 整備 が必 要とな りま すが、 あい サポ

ータ ー研 修では この 義 務化や ハー ド、 ソフト 面を 含めた 環境 整備

につ いて の研修 はメ ニ ューに 含ま れて いるの か、 またあ いサ ポー

ター 研修 は、あ いサ ポ ート運 動に 賛同 する人 、企 業、団 体の みが

対象 であ ると思 いま す が、そ の中 で、 市とし て、 全ての 企業 、団

体、 店舗 などで 障が い 者への 合理 的配 慮の義 務化 は十分 行わ れて

いるのか、どのように認識されているのか見解を伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 あいサ ポー ター 研修に おけ る合理 的配 慮の

提供 義務 の説明 につ き まして は、 様々 な社会 的障 壁を取 り除 くこ



との 義務 やハー ド・ ソ フト面 での 環境 整備の 必要 性につ いて も触

れております。

全 ての 企業等 の合 理 的配慮 の提 供義 務の認 識と いうこ とで ござ

いま すが 、事業 者の 具 体的な 合理 的配 慮の提 供内 容を把 握す るこ

とは 難し いです けれ ど も、本 市と いた しまし ては 継続的 な事 業者

等へ の啓 発や広 報活 動 が重要 であ ると 考えて おり まして 、引 き続

き研 修や 市ホー ムペ ー ジを活 用し た啓 発によ りま して、 理解 促進

に取り組んでいく考えでございます。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 理 解度 、 意識度 によ って は全職 員研 修を実 施し ては

どう かと 思いま すが 、 見解を 伺い ます 。また 、研 修のや り方 とし

て、 対面 形式だ けで な く、動 画や ウェ ブを利 用し た研修 を実 施す

ることについての見解を伺います。

○岡田議長 藤岡総務部長。

○藤 岡総 務部長 職 員 研修で ござ いま すが、 本市 では全 職員 を対

象と しま す人権 問題 研 修を毎 年度 実施 してお りま す。そ の中 で、

障が い者 をテー マと し た研修 は令 和元 年度と 令和 ６年度 の２ 回実

施を して いると ころ で ござい ます 。ま た、新 規採 用職員 を対 象と

する 研修 におき まし て も、市 職員 とし ての様 々な 障がい に対 する

理解 促進 と合理 的配 慮 の提供 に関 して 研修を 実施 してい ると ころ

でご ざい ます。 障が い の有無 にか かわ らず、 分け 隔てな い共 生社

会の実現に向け、今後も研修を継続する考えでございます。

ま た、 ウェブ 、あ る いは動 画の 研修 でござ いま すけれ ど、 時間

や場 所の 制約が なく 、 職員は 自身 の業 務スケ ジュ ールに 合わ せて

受講 が可 能とな るこ と から、 多く の職 員に対 して 受講し やす い環



境を 提供 できる 手段 だ と考え てお りま す。令 和６ 年度の 障が い者

をテ ーマ とした 人権 問 題研修 にお きま しては 、職 員が任 意の 時間

に動 画を 視聴で きる 方 法で実 施を して いると ころ でござ いま す。

以上です。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 障 がい 者 をテー マと した 職員研 修を 令和元 年か ら６

年に かけ て２回 実施 し たとの こと です が、平 成２ ８年３ 月３ １日

から 施行 されて いる 米 子市に おけ る障 がいを 理由 とする 差別 解消

の推 進に よる対 応要 領 第５条 、相 談体 制の整 備、 第２項 に、 相談

窓口 につ いては 、不 当 な差別 的取 扱い の具体 例、 合理的 配慮 の具

体例 等を 作成の 上、 随 時、周 知す るも のとす ると ありま すが 、令

和元 年度 から今 日に 至 るまで 、事 例や 具体例 が発 生した 際、 その

都度 その 都度、 どの よ うな方 法で 、ど のよう な事 例を全 職員 に対

して提供したのか伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 事例や 具体 例の 職員へ の周 知につ いて でご

ざい ます が、平 成２ ８ 年に本 市に おけ る対応 要領 を定め まし た際

に、 不当 な差別 的取 扱 いや合 理的 配慮 の考え 方、 具体例 を作 成い

たしまして周知をしたところでございます。

こ の間 の更新 がで き ており ませ んで したの で、 今後、 改め て事

例な どを 収集い たし ま して、 職員 へ周 知を図 るこ ととし てお りま

す。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 平 成２ ８ 年以降 更新 がで きてい なか ったと のこ とで

すが 、改 めて情 報収 集 を行い 、事 例や 具体例 の職 員への 周知 に取



り組んでいただきますよう、強く要望いたします。

障 害者 差別解 消法 第 １０条 第２ 項で は、こ の地 方公共 団体 等職

員の 対応 要領を 策定 す るとき は、 あら かじめ 障が い者、 その 関係

者の 意見 を反映 させ る 必要な 措置 を講 じると あり ます。 市で は、

それ を理 解した 上で 、 米子市 の対 応要 領をつ くっ ている と思 いま

すが 、対 応要領 を策 定 する際 の障 がい 者、そ の家 族の意 見を 反映

させる意味と目的についての見解を伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 対応要 領の 策定 におき まし て、障 がい のあ

る人 やそ の家族 の視 点 を取り 入れ るこ とで、 より 実用的 で効 果的

な対応要領になるものと考えております。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 繰 り返 し となり ます が、 第１０ 条に 規定さ れて いる

とお り、 対応要 領の 作 成に当 たっ ては 、あら かじ め障が い者 やそ

の他 の関 係者の 意見 を 反映さ せる ため の必要 な措 置を講 じる こと

とさ れて います 。次 回 の対応 要領 の見 直しに おい ては、 当事 者、

御家 族、 関係団 体等 か ら広く 御意 見を 伺う機 会を 設け、 それ らの

意見 を適 切に反 映さ せ ること で職 員の 適応能 力の 向上に つな げて

いただきますよう要望いたします。

次 に、 不当な 差別 的 取扱い の認 識と その対 象者 の認識 につ いて

どのように考えているのか伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 不当な 差別 的取 扱いと は、 障がい のあ る人

に対 して 正当な 理由 な く障が いを 理由 として サー ビスの 提供 を拒

否す るこ とや、 サー ビ スの提 供に 当た って場 所や 時間帯 を制 限す



るこ と、 障がい のな い 人につ けな い条 件をつ ける ことな どで ござ

います。

対 象者 につき まし て は、身 体、 知的 、精神 、そ のほか 心身 の機

能に 障が いがあ り、 日 常生活 や社 会生 活に相 当な 制限を 受け る方

と認識しているところでございます。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 こ の法 律 の対象 者は 、障 害者手 帳を 持って いる 人だ

けで なく 、日常 生活 や 社会生 活に 相当 な制限 を受 ける方 も対 象と

なっ てい ます。 また 、 サービ スを 提供 する側 の企 業、団 体、 店舗、

ボラ ンテ ィア活 動グ ル ープな ど、 サー ビスを 受け る側、 提供 する

側、 双方 が対象 とな っ ていま す。 分野 別では 、医 療、福 祉、 教育、

公共 交通 も含め 、幅 広 い分野 が対 象と なって おり 、私自 身、 全て

の分 野に おいて も不 当 な差別 の禁 止だ けでな く、 その先 の合 理的

配慮に基づく環境整備も重要と考えますが、見解を伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 全ての 分野 にお ける合 理的 配慮に 基づ く環

境の 整備 の重要 性と い うこと でご ざい ますが 、令 和６年 ４月 １日

から 事業 者にも 合理 的 配慮の 提供 義務 が課さ れた ところ でご ざい

まし て、 障がい のあ る 人の活 動を 制限 してい る様 々な障 壁を 取り

除くことが重要であると考えております。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 あ いサ ポ ーター 研修 は、 あいサ ポー ト運動 に賛 同す

る人 、企 業、団 体の み が対象 であ り、 社会で は合 理的配 慮の 理解

が進 んで ないが ゆえ に 不当な 差別 的取 扱いに 当た るケー スが 発生

して おり ます。 実際 、 銀行や 携帯 事業 者等に おい て署名 が必 要な



際、 障が い者の 方の 中 には、 目が 不自 由なだ けで なく、 発達 障が

い等 で読 むのが 苦手 な 人がお られ 、そ ういっ た方 に対し て職 員が

書類 の内 容を読 むだ け ではな く、 代筆 をする とい う配慮 が必 要と

なり ます 。また 、レ ス トラン や喫 茶店 におい ても 、車椅 子の お客

さん が来 られた 際に は テーブ ル前 の椅 子を移 動さ せるな どし て、

車椅 子の 方が座 りや す くする ため の配 慮をす るこ とで施 設等 の環

境整 備に よるハ ード 面 だけで はな く、 ソフト 面の 環境整 備も 必要

とな りま す。今 後は あ いサポ ート 運動 に賛同 する 人、企 業、 団体

だけ でな く、全 ての 人 を対象 に合 理的 配慮の 義務 化の理 解促 進と

環境整備に取り組んでいただきますよう要望いたします。

次 に、 合理的 配慮 の 提供に おい て、 提供す る際 に重要 なこ とは

何か、見解を伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 合理的 配慮 の提 供に当 たっ ては、 障が いの

ある 人と 事業者 等の 間 での建 設的 対話 を通じ まし て、共 に解 決策

を検討していくことが重要であると考えております。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 私 も合 理 的配慮 の提 供に おきま して は、障 がい のあ

る人 と事 業者が 互い の 情報や 意見 を伝 え合い 、建 設的な 対話 を通

じて 代替 手段を 探し て いくこ とが 重要 と考え ます 。これ は、 事業

者だけでなく、行政においても同様です。

そ こで 、行政 関連 施 設にお ける 障害 者差別 解消 法での 合理 的配

慮の 提供 義務化 につ い ての認 識と 意識 に関す るア ンケー ト調 査の

実施と情報分析についてお聞きいたします。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。



○塚 田福 祉保健 部長 行政機 関に おき まして は、 法改正 前か ら合

理的 配慮 の提供 は義 務 化され てい ると ころで ござ いまし て、 先ほ

ども 述べ ました けれ ど も、本 市と して も取り 組ん でいる とこ ろで

ござ いま す。ま た、 本 市にお きま して 、アン ケー ト調査 など の意

識調 査を 実施は した こ とはご ざい ませ んけれ ども 、合理 的配 慮に

関す る相 談など に対 し まして は、 助言 等行っ てい るとこ ろで ござ

います。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 ア ンケ ー トを実 施し たこ とはな いと のこと でし たが、

平成 ２８ 年３月 ３１ 日 から施 行さ れて いる米 子市 におけ る障 がい

を理 由と する差 別解 消 の推進 によ る対 応要領 第５ 条に相 談体 制の

整備 が上 げられ てお り ます。 この 要領 施行以 降に 、相談 以外 にど

のよ うな 方法で 情報 収 集、事 例情 報の 整備、 提供 を行っ てい るの

か。 また 、実際 に不 当 な差別 と認 定さ れた場 合の 紛争解 決を どの

ように対応を行うのか伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 情報収 集、 事例 情報の 整備 等につ いて でご

ざい ます が、本 市に お きまし て個 別の 相談以 外に 情報収 集す る場

は設けてはおりません。

ま た、 不当な 差別 に 関する 紛争 解決 につい てで ござい ます が、

本市 で不 当な差 別的 取 扱事象 の相 談、 通報を 受け た場合 には 、県

の障 がい 者差別 解消 相 談支援 セン ター と連携 をい たしま して 、対

応することとしております。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 松 江市 の 障がい 者差 別解 消条例 の中 には、 紛争 が発



生し た際 の対応 方法 が 記載さ れて おり 、紛争 が発 生した 際は 、障

がい 者差 別解消 推進 委 員会を 設置 し、 協議、 審査 を行っ た後 に、

紛争 を解 決する ため の 仲介人 をあ っせ んする こと もでき ます 。ま

た、 差別 を行っ た側 の 弁明の 場も 設け ており 、不 当な差 別と 認識

され た際 には、 最終 手 段とし て市 長名 を用い 、勧 告を出 すこ とで

注意を促しています。

本 市に おきま して も 、紛争 が起 こっ た際の 対応 方法を 明確 化す

る必要があると考えますので、要望いたします。

次 に、 広報活 動に つ いて伺 いま す。 令和６ 年４ 月１日 から 障害

者差 別解 消法改 正に つ いて、 市民 、企 業、団 体等 への市 独自 の広

報と 理解 促進の 活動 な どの取 組内 容は どのよ うな もので あっ たの

かお聞かせください。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 本市の 取組 につ いてで ござ います が、 本市

とい たし まして は、 あ いサポ ータ ー研 修など を通 じまし て周 知を

図る とと もに、 改正 前 年の令 和５ 年度 には民 間企 業から の依 頼を

受け まし て、法 改正 の 内容な どを 盛り 込んだ 研修 を行っ たと ころ

でございます。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 先 ほど も 述べま した が、 今後は 要請 があっ た民 間企

業だ けで なく、 商工 会 議所や 経済 団体 、労働 団体 、福祉 、介 護、

教育 、ボ ランテ ィア 活 動団体 など 、分 野別と 連携 した広 報活 動と

研修が必要と考えますので、対応をよろしくお願いいたします。

次 に、 令和６ 年４ 月 １日の 改正 後以 降の市 独自 の広報 など の取

組内 容は どうで あっ た か。特 に、 障が い特性 に配 慮した 周知 の取



組状況について伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 広報な どの 取組 状況に つい てでご ざい ます

が、 障が い特性 に配 慮 した例 とい たし まして は、 見えな い、 見え

にく い人 へは音 声読 み 上げ機 能を 持つ 市ホー ムペ ージに 情報 を掲

載するなどいたしまして周知を図ったところでございます。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 令 和６ 年 ３月に 発布 され た米子 市の 障がい 者支 援プ

ラン ２０ ２４の 中に は 、第２ 期米 子市 障がい 者計 画があ りま す。

その 基本 的な考 えの 中 には、 障害 者権 利条約 の重 要な概 念で ある

私た ちの ことを 私た ち 抜きに 決め ない での考 えの 下、障 がい 者当

事者 が政 策決定 過程 に 参加す る体 制の 整備が 求め られて いる こと

が記 載さ れてい ます 。 今後の 周知 の取 組にお いて は、障 がい 者当

事者 の声 を反映 した 広 報活動 の取 組と してい ただ きたい と思 いま

す。

次 に、 合理的 配慮 に 関する 具体 例に 関する 情報 収集に つい てお

聞き いた します 。合 理 的配慮 の義 務化 におき まし ては、 実際 、社

会で 合理 的配慮 がど う いう言 葉で 、ど ういう 事柄 を指す のか の理

解は 浸透 してい ない よ うに思 われ ます 。その 理解 を浸透 させ るた

めに も、 障がい 特性 に 応じた 様々 な場 面での 合理 的配慮 に関 する

デー タ収 集が必 要不 可 欠と考 えま すが 、具体 例を どのよ うに 集め

ているのか、取組状況についてお知らせください。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 データ 収集 につ いてで ござ います が、 本市

独自 の情 報収集 は行 っ ており ませ んが 、鳥取 県障 がい者 差別 解消



支援 地域 協議会 に本 市 の職員 が行 政の 担当者 とし て参加 して おり

まし て、 県内の 事例 に ついて 共有 をし ている とこ ろでご ざい ます。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 障 害者 差 別解消 法第 １０ 条には 、情 報の収 集、 整理

及び 提供 につい ての 記 載があ り、 その 第２項 では 、地方 公共 団体

の障 がい を理由 とす る 差別解 消に 資す る取組 とし て、地 域に おけ

る障 がい を理由 とす る 地域差 別及 びそ の解消 のた めの取 組に 関す

る情 報収 集、整 理及 び 提供を 行う よう 努める もの とする とあ りま

す。 本来 であれ ば、 米 子市で 起こ った 障がい を理 由とす る差 別に

おい ては 市のほ うで 情 報収集 を行 い、 それを 整理 し、障 がい 者、

家族 、企 業、団 体な ど への情 報提 供を するの が市 の役割 では ない

かと考えますが、見解を伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 本市で 発生 した 事象の 情報 提供に つい てで

ござ いま すが、 例え ば 全国的 な事 例に ついて は内 閣府の ホー ムペ

ージ で確 認をし てい る ところ でご ざい ます。 また 、先ほ ども 述べ

まし たが 、鳥取 県内 の 事例は 鳥取 県障 がい者 差別 解消支 援地 域協

議会 にお いて情 報収 集 をして いる とこ ろでご ざい ます。 本市 独自

の情 報収 集とい うと こ ろは現 在は 考え ていな いと ころで ござ いま

す。

な お、 全国的 な事 例 と県内 の事 例に つきま して は、本 市の ホー

ムペ ージ にリン クを 貼 り付け る形 では ござい ます が、情 報提 供を

しているところでございます。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 合 理的 配 慮の提 供に 関す る具体 例の データ 収集 につ



いて は、 市独自 での 事 例の収 集は 行わ ず、国 や県 の具体 例を 参考

とす るほ か、情 報提 供 におい ては 、職 員に向 けた 具体的 事例 につ

いて の提 供と同 様、 今 後情報 提供 に努 めてま いり たいと のこ とで

すが 、市 として 合理 的 配慮の 提供 にお いて、 主体 性及び 積極 性が

見られず、改善が必要と考えますが、市長の見解を伺います。

○岡田議長 伊木市長。

○伊 木市 長 議 員の 御 指摘に 対す る直 接的な お答 えとい たし まし

ては 、こ れは合 理的 配 慮に関 する 具体 例等の デー タ収集 、こ れは

今先 ほど 部長の ほう か らの答 弁を した とおり でご ざいま して 、そ

のこ とに ついて しっ か りとよ り一 層啓 発を図 って いきた いと いう

ふうに考えております。

こ の考 え方の 背景 は 、やは り国 の定 めた法 律で ありま すの で、

市と して は、も ちろ ん 市の中 で起 きた ものに つい ては当 然情 報収

集い たし ますけ れど も 、あま り地 域独 自の解 釈と か、そ うい った

もの が入 るのは よく な い、む しろ 全国 的な事 例を 我々と して も参

考に しな がら、 地域 の 皆さん の理 解を 図って いく という こと が大

変重 要だ という ふう に 思いま すの で、 そのよ うな やり方 をし っか

りとさせていただくということがございます。

こ れ、 直接的 なお 答 えには なら ない んです けど も、や はり それ

だけ では 十分で ない と いうの はそ のと おりだ と思 ってお りま す。

した がい まして 、例 え ばこの 項の 最初 のほう に御 質問い ただ いた

あい サポ ート運 動、 あ るいは あい サポ ーター 研修 など、 これ は鳥

取県 が当 初独自 に始 め たもの でご ざい まして 、こ れは単 に差 別は

いけ ませ んとか 、そ う いうこ とを 越え て、も っと 広く社 会に そう

した 障が いに関 する ハ ンデを みん なで 埋めて いこ うとい う趣 旨の



下、 始ま った運 動で あ ります 。こ れ今 、少し ずつ 全国に も広 がっ

てき てお ります 。あ る 意味、 非常 に地 域的な 独自 性をい い形 で発

揮さ れた 活動か と思 っ ており ます 。ま た、我 々米 子市と いた しま

して も共 生社会 の実 現 という こと をビ ジョン にう たって おり まし

て、 差別 がいけ ない と いうの は当 たり 前のこ とで はあり ます が、

より 広く 地域の 中で 共 に生き る姿 勢、 その具 体的 な施策 とい うも

のを 行い ながら 、そ う いった もの で土 壌を広 げな がら、 また こう

した 障害 者差別 解消 法 の浸透 とい うも のも図 って いきた いと いう

ふうに思っております。

直 接的 でない お答 え になっ とる かも 分かり ませ んけれ ども 、市

の独 自性 という こと で のお答 えと して 受け止 めて いただ けれ ばと

いうとこでございます。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 あ りが と うござ いま す。 地域の 情報 を取り 入れ なが

ら、 当事 者だけ でな く 、いろ んな 企業 、団体 等に も情報 提供 をし

てい ただ き、引 き続 き 共生社 会の 実現 に向け て取 り組ん でい ただ

きますよう要望いたします。

次 に、 障がい 者差 別 地域協 議会 の設 置に関 して お聞き いた しま

す。 私自 身、地 域社 会 におい て合 理的 配慮の 義務 化の理 解を 深め、

社会 に浸 透させ る中 で 、障が いの 有無 に限ら ず、 誰もが 安心 して

共生 でき る社会 の実 現 におい ては 、ま ずは当 事者 、企業 、行 政な

どが 連携 する横 のつ な がりを つく るこ とが重 要と 考えま すが 、見

解を伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 障がい のあ る方 それぞ れが 横のつ なが りを



持ち 、情 報を得 るこ と や様々 な選 択肢 を広げ るこ と、ま た支 援を

提供 する 側も障 がい 者 などへ の支 援体 制に関 する 課題や 情報 を共

有し 、関 係機関 等の 連 携を図 るこ とを 通して 、そ れぞれ の立 場で

ネッ トワ ークを 構築 し 横のつ なが りを 深めて いく ことで 障が いの

ある 方が より暮 らし や すい地 域社 会に なるも のと 考えて おり ます。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 共 生社 会 の実現 には 、そ れぞれ の立 場でネ ット ワー

クを 構築 し横の つな が りを深 めて いく ことが 障が いのあ る方 がよ

り暮 らし やすい 地域 社 会にな るこ とを 確認さ せて いただ きま した。

国 の第 ５次障 害者 基 本計画 では 、差 別解消 地域 協議会 の市 での

設置 につ いての 記述 が あり、 政令 都市 、中核 都市 を除く 一般 市町

村で の協 議会の 設置 目 標とし て、 ２０ ２７年 度で ８０％ 以上 の設

置を 上げ ており ます 。 ２０２ １年 ４月 時点で は、 全国の 一般 市町

村で ５ 5.９ ％ と 半 数 以 上 で 設 置 さ れ て お り ま すが 、この 状況 に対

し、本市としてどのような認識を持つのか伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 国の第 ５次 障害 者計画 にお きまし て、 地域

にお ける 障がい を理 由 とする 差別 の解 消を推 進す るため 、協 議会

設置 の促 進に向 けた 取 組を行 うと ござ います ので 、全国 の一 般市

町村 の協 議会設 置状 況 におい ても 把握 をして いる ところ でご ざい

ます。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 共 生社 会 の実現 に向 けて 、今後 、本 市に協 議会 を設

置する可能性はあるのか、見解を伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。



○塚 田福 祉保健 部長 本市に おき まし て協議 会を 設置す るこ とに

つい てで ござい ます が 、本市 とい たし まして は、 現時点 では 市独

自で の協 議会設 置は 考 えてい ない とこ ろでご ざい ますが 、先 ほど

も述 べま したと おり 、 鳥取県 の障 がい 者差別 解消 支援地 域協 議会

に行 政の 担当者 とし て 参加を して いる ところ でご ざいま す。 議論

され た事 例等の 内容 を 市の施 策に 反映 させま すと ともに 、事 業者

等の 啓発 活動や 市民 の 皆様へ の情 報提 供に取 り組 んでい きた いと

考えているところでございます。

○岡田議長 大下議員。

○大 下議 員 先 ほど も 述べま した が、 国は、 政令 都市、 中核 都市

を除 く一 般市町 村に お いて、 差別 解消 地域協 議会 設置の 目標 値と

して 、２ ０２７ 年度 で ８０％ 以上 の設 置を掲 げて います 。あ えて

国は なぜ 一般市 町村 に 限定し て目 標値 を設定 した のかが 重要 だと

思い ます 。それ を考 え ていた だく こと をお願 いし て、質 問を 終わ

ります。ありがとうございました。


